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年　　月　　日

地域課題対応住宅使用許可取消通知書


　　　　　　　　　　様

北見市長　　　　　　㊞

年　　月　　日付けで許可しました地域課題対応住宅の使用許可につきまして、地域課題に対応した北見市公営住宅等の目的外使用事務取扱要綱第１６条第１項の規定により下記のとおり取り消したので、同条第２項の規定により通知します。
　なお、当該地域対応活用住宅は、下記明渡し期日までに検査を受け、明け渡してください。

記

	住宅（団地）名
	

	部屋番号
	

	住所
	北見市

	取消しの理由
	




	明渡し期日
	　　　　　　　　　　年　　月　　日まで



（教示）
1　この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、北見市長に対して審査請求をすることができます。
2 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日（前項による審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）から6か月以内に、北見市（訴訟において北見市を代表する者は北見市長となります。）を被告として、釧路地方裁判所に決定の取消しの訴えを提起することができます。なお、決定又は裁決があったことを知った日から6か月以内であっても、決定又は裁決の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。
